
平成

一

年 月 日 火曜日

山
森

法
第

条
第

山 口 県

大大大土
○
教契

（定期）報

○
告森道

○
公 毎

第 号

区
域
及
び
期
間

区
域

口
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号

林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十

三
条
第
一
項
第
一
号
の
命
令
を
行

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
命
令

平
成
十
七
年
八
月
九
日

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
届
出

委
公
告

約
の
締
結
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告 目

次

示林
病
害
虫
等
防
除
法
の
規
定
に
基
づ

路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

告 週
火
・
金
曜
日
発
行

五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五

う
の
で
、
同
法
第
五
条
第
四
項

の
内
容
と
な
る
事
項
を
次
の
よ

山
口
県
知

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
四
件

（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

く
命
令
の
内
容
と
な
る
事
項
の
公
表

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

う
に
公
表
す
る
。

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

）
（
商
政
課
）
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

（
二
件
）（
森
林
整
備
課
）
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭

別
伐
倒
駆
除
を
命
ず
る
の
で
、

わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も

全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ

知
事
は
、

の
措
置
を

う
べ
き
者
が
自
ら
そ
の
措

と
な
る
べ
き
補
償
の
額
を

ら
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る

山
口
県
告
示
第
四
百
四
十
号

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴

は
、
山
口
県
森
林
病
害
虫

二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は

ど
う
か
を
確
認
し
て
、
損

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る

松
く
い
虫
の
付
着
し
て
い

剤
を
散
布
す
る
か
、
当
該
樹

し
て
は
く
皮
し
、
並
び
に
松

と
。

四

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理

一
の

の
区
域
の
松
林
に

松
く
い
虫
の
被
害
発
生
状
況

し
、
一
の

の
区
域
の
松
林

下
関
市
、
山
口
市
、
萩

郡
阿
東
町
の
区
域
内
に
存

期
間

平
成
十
七
年
八
月
二
十

二

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

三

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）

同
法
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準

十
分
で
な
い
と
き
、
又
は
行
う
見

と
が
あ
る
。

行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費

置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と

超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部

。 い
て
は
、
森
林
害
虫
防
除
員
の
指

う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る

等
防
除
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十

よ
り
、
森
林
病
害
虫
等
防
除
実
施

、
知
事
は
、
当
該
届
を
提
出
し
た

失
補
償
金
の
額
を
決
定
し
、
損
失

措
置
を
行
う
べ
き
者
が
、
一
の

る
樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す

木
を
伐
倒
し
て
薬
剤
に
よ
り
く
ん

く
い
虫
並
び
に
そ
の
付
着
し
て
い

由お
い
て
前
年
度
に
被
害
が
発
生
し

か
ら
み
て
、
三
の
措
置
を
行
わ
な

に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ

市
、
防
府
市
、
長
門
市
、
玖
珂
郡

す
る
高
度
公
益
機
能
森
林
及
び
被

九
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
二
十

一

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

用
す
る
同
法
第
三
条
第
五
項
の
規

込
み
が
な
い
と
き
は
、
当
該
措
置

用
の
額
が
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を

し
た
場
合
に
そ
の
者
が
受
け
る
こ

分
の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者

示
に
従
う
こ
と
。

者
は
、
当
該
措
置
を
行
っ
た
と

五
年
山
口
県
規
則
第
七
十
五
号
）

届
を
提
出
す
る
も
の
と
し
、
当
該

者
が
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た

補
償
金
を
交
付
す
る
。

に
定
め
る
期
間
内
に
当
該
措
置
を

る
者
は
、
当
該
樹
木
を
伐
倒
し
て

蒸
す
る
か
、
又
は
当
該
樹
木
を
伐

る
枝
条
及
び
樹
皮
を
焼
却
す
る

て
お
り
、
本
年
度
の
気
象
条
件
及

け
れ
ば
松
く
い
虫
が
異
常
に
ま
ん

が
あ
る
。

周
東
町
、
佐
波
郡
徳
地
町
及
び
阿

害
拡
大
防
止
森
林
の
区
域

五
日
ま
で

特定 の行とか き第届か行 薬倒こび延 武

告

示



平成 年 月 日 火曜日 山 口

松し
五

（定期）県 報

二三
樹と

四

第 号

に
よ

一

う
べ
き
者
が
自
ら
そ
の
措
置
の
全

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損

は
、
山
口
県
森
林
病
害
虫
等
防
除

二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事

ど
う
か
を
確
認
し
て
、
損
失
補
償

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を

わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で

全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
あ

知
事
は
、

の
措
置
を
行
っ
た

一
の

の
区
域
の
松
林
に
お
い
て

く
い
虫
の
被
害
発
生
状
況
か
ら
み

、
一
の

の
区
域
の
松
林
に
重
大

そ
の
他
必
要
な
事
項

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
は

三
に
掲
げ
る
措
置
の
う
ち
破
砕

（
木
材
チ
ッ
パ
ー
に
よ
り
破
砕
す

う
に
行
う
こ
と
。

平
成
十
七
年
八
月
二
十
九
日
か

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

松
く
い
虫
の
付
着
し
て
い
る
松
の

木
を
伐
倒
し
て
破
砕
す
る
か
、
又

。命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

り
、
当
該
命
令
の
内
容
と
な
る
事

平
成
十
七
年
八
月
九
日

区
域
及
び
期
間

区
域

光
市
及
び
萩
市
の
区
域
内
に
存

期
間

部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た

失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年

森
林
病
害
虫
等
防
除
実
施
届
を

は
、
当
該
届
を
提
出
し
た
者
が

金
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補
償

行
う
べ
き
者
が
、
一
の

に
定

な
い
と
き
、
又
は
行
う
見
込
み

る
。

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の

前
年
度
に
被
害
が
発
生
し
て
お

て
、
三
の
措
置
を
行
わ
な
け
れ

な
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ

、
森
林
害
虫
防
除
員
の
指
示
に

を
行
う
場
合
は
、
破
砕
後
の
木

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
ミ

ら
平
成
十
八
年
三
月
二
十
五
日

樹
木
の
存
す
る
松
林
を
所
有
し

は
当
該
樹
木
を
伐
倒
し
て
焼
却

項
を
次
の
よ
う
に
公
表
す
る
。

山
口
県
知

す
る
高
度
公
益
機
能
森
林
及
び

場
合
に
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と

、
当
該
措
置
を
行
っ
た
と
き

山
口
県
規
則
第
七
十
五
号
）
第

提
出
す
る
も
の
と
し
、
当
該
届

三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か

金
を
交
付
す
る
。

め
る
期
間
内
に
当
該
措
置
を
行

が
な
い
と
き
は
、
当
該
措
置
の

額
が
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行

り
、
本
年
度
の
気
象
条
件
及
び

ば
松
く
い
虫
が
異
常
に
ま
ん
延

る
。

従
う
こ
と
。

片
の
厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

リ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
と
な
る
よ

ま
で

、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該

（
炭
化
を
含
む
。
）
を
行
う
こ

事

二

井

関

成

被
害
拡
大
防
止
森
林
の
区
域

名

称

当
該
届
出
は
、
平
成
十
七
年

政
課
及
び
宇
部
市
経
済
部
商
工

平
成
十
七
年
八
月
九
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

開
放
倉
庫
宇

所
在
地

宇
部
市
中
央

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

公

（
四
三
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

平
成
十
七
年
八
月
九
日

地

名

及

び

番

下
松
市
美
里
町
三
丁
目
一
一
七
九

一
七
九
の
七
、
一
一
七
九
の
九
及

〇
の
八 と

な
る
べ
き
補
償
の
額
を

ら
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る

山
口
県
告
示
第
四
百
四
十
一

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土

住

八
月
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
九
日

観
光
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に

山
口

及
び
所
在
地

部
店

町
三
丁
目
一
九
六
〇
の
三

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

告

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

山
口

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

の
三
、
一

び
一
一
八

四
・
〇

五
・
〇

超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部

。
号

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

た
。

木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦

所

代
表
者
の
氏

ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部

供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

長

（
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

五
四
・
六

二
三
八
・
一
四

分
の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

覧
に
供
す
る
。

二

名 商 の か路

公

告



平成

二

年 月 日 火曜日

当
同
年

て
公

一

山 口 県

五（
四大

と
お

（定期）報

四

第 号

日
三

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

十
二
月
九
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
七
年
八
月
九
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

開
放
倉
庫
宇
部
店

所
在
地

宇
部
市
中
央
町
三
丁

平
成
十
七
年
七
月
二
十
一
日

変
更
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日

三
一
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

社

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
開
放

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

株
式
会
社
開
放

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
開
放

届
出
年
月
日

本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

東
京

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
の

名
称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ

大
規
模
小
売
店
舗
に

代
表
者
の
氏
名

住 め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
宇
部

山
口
県
知

在
地

目
一
九
六
〇
の
三

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

本
株
式
会
社

倉
庫

倉
庫

倉
庫

都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
一

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

ザ
・
ビ
ッ
グ
宇

店

ュ
西
日
本
株
式
会

マ
ッ
ク
ス
バ
リ

所

代
表
者
の
氏
名

、
平
成
十
七
年
八
月
九
日
か
ら

市
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い

事

二

井

関

成

届
出

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

株
式
会
社
開
放
倉
庫

京
都
府
相
楽
郡
山
城
町

大
字
椿
井
小
字
畑
岡
四

〇
の
一

佐
藤

巖

三
番
一
号

伊
藤

直
彦

前

変

更

後

部
中
央

開
放
倉
庫
宇
部
店

ュ
西
日

十
七
年
三
月
二
十
五
日
山
口
県

府
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

食
品
館
レ
ッ

所
在
地

光
市
浅
江
三

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
四
三
三
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

十
七
年
三
月
四
日
山
口
県
公
告

ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
十
七
年

課
及
び
光
市
経
済
部
商
工
観
光

平
成
十
七
年
八
月
九
日

で
き
る
時
間
帯

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
一

五

変
更
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二

（
四
三
二
）
大
規
模
小
売
店
舗

日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と公

告
（
一
六
七
）
に
係
る
大
規
模

。 及
び
所
在
地

ツ
光
店

丁
目
二
二
番
一
〇
号

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

（
一
一
〇
）
に
係
る
大
規
模
小
売

八
月
九
日
か
ら
同
年
九
月
九
日
ま

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

山
口

三
〇
分
ま
で

日日立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁

変

更

前

業

午
後
九
時

が

午
前
八
時
三
〇
分
か
ら
午
後
九

三

小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
光
市

で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

前
二
時
三
〇
分
ま
で

よ
る
意
見
の
聴
取

目
一
三
番
一
号

伊
藤

直
彦

変

更

後

翌
日
の
午
前
二
時

時

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら
翌
日
の
午防 成 成か政



平

課
及

成 年 月 日 火曜日

（
四大

十
七

府
市当

山 口

当
課
及

一二

（定期）県 報

二（
四大

十
七

府
市

第 号

当
課
及

一

び
防
府
市
産
業
振
興
部
商
工
課
に

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

三
五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

年
三
月
二
十
五
日
山
口
県
公
告

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
十
七
年
八
月
九

該
意
見
は
、
平
成
十
七
年
八
月
九

び
防
府
市
産
業
振
興
部
商
工
課
に

平
成
十
七
年
八
月
九
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
中
関
店

所
在
地

防
府
市
大
字
田
島
一

意
見
の
概
要

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

三
四
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

年
三
月
二
十
五
日
山
口
県
公
告

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
十
七
年
八
月
九

び
防
府
市
産
業
振
興
部
商
工
課
に

平
成
十
七
年
八
月
九
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
中
関
店

所
在
地

防
府
市
大
字
田
島
一

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

。第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
一
七
二
）
に
係
る
大
規
模
小
売

日
か
ら
同
年
九
月
九
日
ま
で
の

日
か
ら
同
年
九
月
九
日
ま
で
の

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

山
口
県
知

在
地

四
九
七
の
二

。第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
一
六
九
）
に
係
る
大
規
模
小
売

日
か
ら
同
年
九
月
九
日
ま
で
の

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

山
口
県
知

在
地

四
九
七
の
二

す
。

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
防

間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政

間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政

す
。

事

二

井

関

成

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
防

間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政

す
。

事

二

井

関

成

二

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名

電
子
計
算
機
シ
ス
テ
ム
賃

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方

平
成
十
七
年
八
月
九
日

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名

教
育
庁
教
職
員
課

山
口

た
者
の
名
称
又
は
氏
名

宇
部
市

静た

美
東
町

大ほ

教

育

（
四
三
六
）
土
地
改
良
事
業
の

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の

平
成
十
七
年
八
月
九
日

土
地
改
良
事
業
を
行
っ

平
成
十
七
年
八
月
九
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ホ
ー
ム
プ
ラ

所
在
地

防
府
市
沖
今

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

称
及
び
数
量

貸
借
業
務

一
式

法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た

山
口

称
及
び
所
在
地

市
滝
町
一
番
一
号

地
区
め
池
の
整
備

平
成
一
五
、

七

石
地
区

場
の
整
備

平
成
一
一
、
一
二

委

員

会

工
事
の
完
了
の
届
出

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十

工
事
の
完
了
の
届
出
が
あ
り
ま
し

山
口

事
業
の
名
称

工
事
着
手
時
期

山
口

及
び
所
在
地

ザ
ナ
フ
コ
牟
礼
店

宿
一
丁
目
二
一
番
二
二
号

は
な
い
。

。県
知
事

二

井

関

成

、
一
七

平
成
一
七
、

二
、
二

、
二
七

平
成
一
五
、
一
二
、

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

た
。

県
知
事

二

井

関

成

工
事
完
了
時
期

県
知
事

二

井

関

成

四

八五 、

教

育

委

員

会



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 （定期）報

七
第

八

第 号

三四五六

五
百
五
十
三
万
八
千
七
百
五
十
円

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

二
井

関
成

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
日

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の

株
式
会
社
日
立
情
報
シ
ス
テ
ム
ズ

契
約
金
額

由定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁

定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

目
一
六
番
五
号

五



平
成
十

平
成
十
七
年
八
月
九
日
印
刷

発

七
年
八
月
九
日
発
行

発
行
所

山

口

県

庁

行
人

山
口
県
知
事

定
価
一
箇
月

金
二
千
七
百
円
（
送
料
共
）


